
令和２年４月１３日 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる 

三人乗り自転車等の購入費助成の確認書の 

有効期限の延長についてのお知らせ 
 

葛飾区の子育て支援事業にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

さて、三人乗り自転車等の購入費助成事業につきましては、助成該当者にお送りして

いる確認書の有効期限を、発送日から 3か月とさせていただいておりました。 

しかし、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、不要不急の外出自粛要請が発

出されております。また、三人乗り自転車等の物品が平常より入手困難である等の情報

を入手しています。 

これに対応するため、確認書の有効期限を発送日から９か月とすることにいたしまし

た。 

これにあたり、以下の確認書については、記載の有効期限を過ぎてしまっても、使用

できることとなります。確認書をお持ちの方は、ご確認くださいますようお願いいたし

ます。 

 

確認書に記載の有効期限が 

令和２年３月 1 日～令和２年７月１２日である場合 

 

 

確認書に記載の日付から 6 か月後の日付が有効期限となります。 

 

 

 

記載の有効期限が切れていても、その日付の 6 か月後までは、葛飾区内の東京都自

転車商協同組合加盟店で使用できますので、その間にご使用ください。 

 

※ 上記以外の確認書は、記載の有効期限に変更はございません。期限内に、葛飾区内

の東京都自転車商協同組合加盟店でご使用ください。 

※ 今後新しく発送する確認は、発送日から 9 か月後が有効期限にしております。こ

の措置は、状況が収束した後、終了させていただきます。 

 

○お問い合わせ先○ 

葛飾区子育て支援部育成課 三人乗り自転車相談電話 

  ０３-６４０２-６９６４ 

例：記載されている有効期限が令和 2年 5月 1日の場合、 

実際に使用できるのは令和 2年 11月 1日までとなります。 


